
はじめに

「国際経済法学」の体系において、「経済制裁措置に関する研究」はその重

要な構成要素のひとつである。ローウェンフェルドのInternational Economic

Law２）はその第８部において「政治的目的のための経済的コントロール」と題

して経済制裁措置に関する分析を提示しているし、ジャクソン他編集による

Legal Problems of International Economic Relations３）においてもその第２１

章「国際貿易政策と環境、人権、労働基準、国家安全保障の関連性」の中で経

済制裁措置に関する文献が紹介されている。また、Journal of International

Economic Lawには近年、経済制裁と人権の関係に関する諸論文が掲載されて

いる４）。

現代国際社会において「経済制裁措置が制裁対象国の一般市民に与える否定

的影響」が深刻な問題として認識されていく中で、経済制裁措置の合法性に関

する研究がその重要性を増してきている。

一例をあげるならば、ポストの編集によるInternational Economic Law and

Armed Conflict５）やゴウランド・デバ編United Nations Sanctions and

International Law６）等の共同研究、ベヌーナのハーグ・アカデミーにおける

講義を基にしたLes sanctions économiques des Nations Unies（Recueil des

cours,３００）７）、リースマンとステヴィックによるThe Applicability of
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International Law Standards to United Nations Economic Sanctions

Programmes（EJIL,９）８）等の多数の学術論文が先行研究として存在している。

さらに、「対象をしぼった制裁」や「スマート制裁」に関してスウェーデン

政府やスイス政府が主導した政策提言プロセス、「対イラク経済制裁と人道的

例外措置（石油と食糧交換プログラム）」や「米国による対キューバ制裁措置」

をめぐる学術的・政策的議論９）についても多数の文献・資料が蓄積されてきて

いる。

また、国際機構においても経済制裁の法的規制に関する検討がなされてきて

おり、ヘルムズ・バートン法に関する国連総会決議、「経済制裁と社会権」に

関する社会権委員会の結論文書等は、経済制裁が国際法に抵触し、違法となる

可能性があることを前提とする立場をとっている。

本稿においては、それらの先行研究等をふまえて、経済制裁の法的規制につ

いて再検討を行いたいと考えている。

１．経済制裁の合法性と正当性

経済制裁措置について国際法上の検討を行うにあたってまず注意すべきこと

は、当然のことながらその「正当性」と「合法性」に関する議論は峻別すべき

ものであるという点である。たとえば安保理が経済制裁措置を実施し、人道的

例外措置等が十分に機能していないという状況について考察するときに、国際

的人権保障の観点から安保理が「その正当性を確保するために」経済制裁措置

の実施状況に対し、修正・変更を迫られるといったケースは容易に想定するこ

とができる。しかしながら、そのことが安保理に対し何らかの法的義務を生じ

ていると立証することには困難が伴うであろう。

フランクは「正当性とは共同体がそれによって義務づけられる規則の能力を

測定する手段である」と論じている。そしてフランクは、「共同体は規則の正

当性によって義務の感覚を醸成することができるが、いくつかの規則はより正

当であるため他の規則よりも義務的となる」とする。10）
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ジョンストンは「安保理の決定の正当性は部分的にはその起草過程における

公開性や参加の度合いに依存している」と論じている。11）

これに対して、経済制裁措置の合法性に関してはどのように論じることが可

能であろうか。

経済制裁措置が特定の条約規定等に違反することが明確であるケースにおい

て、本件は争点とはならない。むしろ、経済制裁措置が安保理決議に基づいて

いるケース等、手続的に合法性が確保されていると推定されるケースにおいて、

制裁対象国における人権・人道問題の発生等、他の国際法規範との抵触が問題

となるようなケースにおいて、本件は重要な検討課題となってくる。

ウイーラマントリーは「国連憲章の歴史から考えて、安保理の権限に対する

明確な制限はその権限が確立した国際法原則に従って行使されなければならな

いということである」と述べている12）。しかしながら、実際に国際司法裁判所

が安保理による経済制裁措置を国際法上違法であると判断することは不可能で

あるようにも見える。

ザイドル・ホーヘンベルデルンは「経済制裁措置が国際人道法を遵守するも

のとなるように制限する努力、とくに戦闘員と非戦闘員を区別する努力は、寛

容の精神を示しているものではあるが、なお経済制裁を適用することが正当化

されるのは、それが軍事力の行使に比べてより望ましい代替手段であるとみな

されているためである」と論じている。13）

フランクは「国連が精度の高い情報収集能力を有していないために、安保理

理事国は制裁が機能しているのか、あるいは機能していないために憲章４２条の

もとの集団的軍事措置にうったえる正当な根拠となり得るのか、という点を判

断するうえでごく限られたデータしか有していない」と指摘している。14）その

ような状況を前提としたうえで、特定の経済制裁措置の違法性を立証すること

は大変困難であることが予想される。

佐藤哲夫は「安保理が法的に灰色の領域に踏み込めば踏み込むほど、その活

動が実効的かつ容認されるものとなるためにはより強い正当性が要求される」

と論じている。15）

経済制裁措置の国際法上の合法性審査ということが実際上、困難であるよう
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に見えることから、国際社会においては経済制裁措置の問題について論じる場

合に、合法性と正当性が必ずしも峻別されていないという点を指摘しなければ

ならないであろう。たとえば、最近の傾向として経済制裁による付随的損害を

避けるために、「より対象をしぼった」「スマートな」制裁の必要性が論じられ

ているが16）、これは「合法性」を確保するためのものであるのか、あるいは

「正当性」を確保するものであるのか明確ではない。

スイス政府は国連事務局と協力して「対象をしぼった制裁」について国際的

専門家会合を開催し、これは「インターラーケン・プロセス」として知られて

いる。17）また、最近の傾向として指摘されることは、安保理が経済制裁に「時

間的制限」を付すようになったことである。18）

制裁の対象をしぼることで実効性を高めるとともに、しばしば包括的制裁措

置をとった場合に多くの一般市民が被るであろう否定的な人道的影響を極小化

することが可能になるという点は専門家の一致した見解である。19）「スマート制

裁」についても国際社会の関心は高まっている。20）制裁対象国の一般市民に対

する制裁の人道的影響についてより高い関心が注がれるようになってきたとい

うことである。21）

しかしながら、これらの諸課題が経済制裁措置の「合法性」確保の手段とし

て論じられているのか、「正当性」確保の手段として論じられているのかとい

う点について考えるならば、それらについては必ずしも区別して論じられては

いないのが現状であると言わなければならないであろう。

２．経済制裁の法的規制に関する議論

経済制裁の法的規制について論じる際に、経済制裁措置が安保理決議に基づ

くものである場合には、前述の通り、国際法からみた安保理決議の合法性の問

題を論じなければならない。安保理決議が国際法上違法と判断され得ることを

大前提としなければならないわけである。22）

しかしながら、たとえば国連憲章の起草過程において、国際の平和と安全の
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維持を国際法と結び付ける提案は拒否されている。すなわち、安保理が平和の

破壊に対応する前に国際法上の合法性の問題を決定しなければならないとすれ

ば、その機能を損なうという観点からである。23）

また、ケルゼンは安保理による強制措置が法的意味での制裁を構成するもの

であるのか、あるいは純粋に政治的手段であるのかという点を検討し、「法的

意味での制裁」というよりも「裁量的な政治手段」に近いとの結論に傾いてい

たと指摘されている。24）

これに対してリースマンとステヴィックは安保理が制裁を行う際に、５つの

原則が適用されるべきであるとの政策提言を行っている。それらは、「制裁が

合法的な緊急時対策であること」「必要かつ均衡のとれたものであること」「戦

闘員と非戦闘員の区別を最大化すること」「定期的に評価されること」「損害を

受ける第三者に救援が提供されること」である。25）

国連憲章２４条２項によれば安保理は義務を遂行するにあたって国連の目的と

原則に従わなければならない。このことから、安保理は国連憲章７章に基づく

強制措置をとる場合に、人権を重大に損なうことがないように義務付けられて

いると論じることも可能であろう。さらに、安保理は国連機関として国際人道

法、国際人権法を含む一般国際法に従う必要があると論じることも可能であろ

う。26）しかしながら、安保理において経済制裁措置の発動の際、これまで人

権・人道の観点から議論されることは少なかった。対イラク経済制裁をめぐる

人道的例外措置としての「石油と食糧交換計画」が安保理で議論されるように

なってから、ようやく「経済制裁と人権の関係」について安保理理事国が注目

するようになってきたというのが実情である27）。

３．経済制裁と国際人権法

さて、「特定の経済制裁措置が国際人権法に違反する」という観点から議論

を行う場合には国際人権規約に関する検討が有益である。とくに自由権規約の

６条（生存権）、社会権規約の１１条（生活の権利・飢餓からの自由）と１２条
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（健康を享受する権利）について検討することができるが28）、そこでは国家の国

内的義務と国際協力義務の双方について分析を行うことが必要である。社会権

委員会は社会権規約１１条に関して一般的意見１２、社会権規約１２条に関して一般

的意見１４を採択しているが、それぞれにおいて経済制裁措置に関連する内容に

ついて言及しており興味深い29）。

また、社会権委員会は１９９７年、「経済制裁と経済的・社会的・文化的権利の

関係」に関する一般的意見８を採択している30）。この一般的意見において社会

権委員会は制裁対象国の義務として、経済制裁は社会権に関する締約国の義務

を無効とするものではないことを確認し、制裁を課す諸国の側の義務として、

経済制裁レジームの構築にあたって人道的例外措置を含め、社会権を十分考慮

すべきこと、実効的な監視を行うべきこと、制裁対象国における不均衡な困窮

の発生に対応すべきことを確認している。

１９９６年、国連総会はヘルムズ・バートン法に基づく米国の対キューバ制裁に

対して「政治的経済的強制手段としての強制的経済措置の廃止」に関する決議

を採択し、「最近の域外適用されている強制的経済法は、国際法および国連憲

章の目的・原則に違反している」とし、「そのような措置を即座に廃止するこ

とが、国連憲章の目的・原則およびWTOの関連諸規定に従うこととなると考

える」としている31）。また、国連総会は「食糧を得る権利」について採択した

決議において「食糧は政治的・経済的圧力のための道具として使用されてはな

らない。このための国際協力と連帯の重要性を確認するとともに、国際法およ

び国連憲章に従わず食糧安全保障を危機に陥れるような一方的措置を慎む必要

性について確認する」としている。32）

結びにかえて

これまで安保理や諸国家が経済制裁措置の実施にあたって、その国際法上の

合法性について十分な検討をしてきたと言うことはできない。その点において、

学術的な側面から本件に関する政策提言が活発に行われてきていることは、少
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なくとも安保理における意思決定に対し、間接的な影響を与えていると考えら

れ、それ自身に対し一定の意義を認めることができよう。

しかしながら、今後、経済制裁の法的規制の問題については、以上のような

状況をふまえて、国際慣習法の存在を立証する方向で分析を進めるか、あるい

は法典化の可能性を模索することが必要となってくる。いずれの方向性におい

ても、国家間の利害の対立から困難が予想されるが、国際社会が取り組むべき

最重要課題のひとつであると言うことができよう。
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